
《児童手当制度改正 手続き確認フローチャート》 
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① ② ③ ④ ⑤ ⑤ 

①の方は以下の提出書類が必要です。 
・「額改定請求書」 
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」 

②の方は以下の提出書類が必要です。 
・「額改定請求書」 

③の方は以下の提出書類が必要です。 
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」 

⑤の方は以下の提出書類が必要です。 
・「認定請求書」 
・請求者の健康保険証の写し 
・請求者の通帳又はキャッシュカードの写し 
・請求者・配偶者のマイナンバーがわかるもの 
（郵送の場合はマイナンバー提供書） 
※請求者は原則父母で所得の高い方となります。 

④の方は以下の提出書類が必要です。 
・「認定請求書」 
・請求者の健康保険証の写し 
・請求者の通帳又はキャッシュカードの写し 
・請求者・配偶者のマイナンバーが分かるもの 
（郵送の場合はマイナンバー提供書） 
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」 
※請求者は原則父母で所得の高い方となります。 

《問い合わせ先》 

日野町役場 子ども支援課 

蒲生郡日野町河原一丁目１番地 

TEL：０７４８－５２－６５８３ 
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児童手当や特例給付を受給している 

高校生年代（H18.4.2～H21.4.1生）の

児童を一人以上養育している 
０歳～高校生年代（H18.4.2～H21.4.1生）

の児童を一人以上養育している 

対象外 

養育している高校生年代

（H18.4.2～H21.4.1生）

の児童は中学生の時も日

野町で児童手当の支給対

象だった 

大学生年代（H14.4.2

～H18.4.1生）の子の

生活費等の経済的負

担をしている 

大学生年代（H14.4.2

～H18.4.1生）の生活

費等の経済的負担を

している 
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大学生年代（H14.4.2

～H18.4.1生）の子

の生活費等の経済的

負担をしている 

0歳～22歳年度末

（～H14.4.2生）の

子が 3人以上いる 

0歳～22歳年度末

（～H14.4.2生）

の子が 3人以上い

る 

手続き不要 
（町で認定を行います） 

公務員の方は勤務先

で申請してください 
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